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ＸＸ 処方箋（案） 

［改定内容］ 

リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処方箋様式をリフィル処方箋に対応可能

な様式に変更する。 

［対象患者］ 

（１）医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者 

［留意事項］ 

（１）保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄

にレ点を記入する。 

（２）リフィル処方箋の総使用回数の上限は３回までとする。また、１回当たり投薬期間及び総投薬期間に

ついては、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。 

（３）保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬に

ついては、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。 

（４）リフィル処方箋による１回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様

とする。２回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期

間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後７日以内とする。 

（５）保険薬局は、１回目又は２回目（３回可の場合）に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び

次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又

は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回

数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。 

（６）保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行

い、リフィル処 方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行

うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調

剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。 

（７）保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導の

ため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。 

（８）保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が

来局しない 場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を受

けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提

供すること。 

 

 

１ 様式の変更 

 「処方」欄の行数を２行分削減し、最下行に「リフィル可 □（ 回）」を追加します。 

 「備考」欄の行数を１行分削減します。 

 「調剤実施回数」欄を「備考」欄の下に追加します。 

  新様式の処方箋は交付年月日が令和４年４月１日以降から作成します。 

 

 (1) 各様式に対応したフォームファイルは以下とします。 

処方箋 

新様式 

様式 フォームファイル 

Ａ５サイズ縦（ＱＲなし） HC02V06.red 

Ａ５サイズ縦（ＱＲあり） HC02QV06.red 

Ａ４サイズ横 HCM19V06.red 

   

 (2) 「リフィル可」の内容はプログラムで編集します。「調剤実施回数」欄は固定文字列です。 

 (3) 「中途終了」「請求確認画面」「前回処方の「再印刷」」が対応しています。 

  退院時院外処方箋は対応を行っていません。 
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Ａ５サイズ縦（ＱＲあり）の見本 
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２ リフィル処方箋の指示 

リフィル処方箋を発行するには、システム予約マスタを処方単位に回数を指定して入力します。 

回数は１～３でない場合はエラーとします。 

 処方単位内でリフィル処方指示と分割調剤指示がある場合は背反エラーとします。 

 

099208102 【リフィル】 回 

 

 ［入力方法］ 

  例１ 投薬をすべてリフィル処方とする場合 

 アテノロール２５ｍｇ錠 １錠／日 ２８日分 １日１回朝食後 

    チアトンカプセル５ｍｇ ２錠／日 ２８日分 １日２回朝夕食後 

    利用可能回数 ３回（合計８４日分） 

 

 診療日 令和 4年 4月 1日 

入力コード 名称 

.212 ＊内服薬剤（院外処方） 

610461002 1 【般後】アテノロール２５ｍｇ錠 

001000106*28 【１日１回朝食後に】 

.212 ＊内服薬剤（院外処方） 

620002525 2 【般後】チアトンカプセル５ｍｇ 

001000206*28 【１日２回朝夕食後に】 

.980 ＊コメント（処方せん備考） 

099208102 3 【リフィル】３回 

 

 ［処方箋イメージ］ 

交付年月日 令和 4年 4月 1日 

 

 

 

処 

 

 

 

方 

変更不可 １）【般】アテノロール２５ｍｇ        １  錠 

 【１日１回朝食後に】          （  ２８日分） 

 

２）【般】チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ   ２ カプセル 

  【１日２回朝夕食後に】         （  ２８日分） 

 

  ～～ 

 

リフィル可 ☑（３回） 

 

  例２ リフィル処方有無が混在する場合 

    リフィル処方 

 アテノロール２５ｍｇ錠 １錠／日 ２８日分 １日１回朝食後 

     利用可能回数 ３回（合計８４日分） 

今回のみ 

    チアトンカプセル５ｍｇ ２錠／日 １４日分 １日２回朝夕食後 

 

 診療日 令和 4年 4月 1日 

入力コード 名称 

.212 ＊内服薬剤（院外処方） 

610461002 1 【般後】アテノロール２５ｍｇ錠 
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099208102 3 【リフィル】３回 

001000106*28 【１日１回朝食後に】 

.212 ＊内服薬剤（院外処方） 

620002525 2 【般後】チアトンカプセル５ｍｇ 

001000206*14 【１日２回朝夕食後に】 

 

 ［処方箋イメージ］ 

交付年月日 令和 4年 4月 1日 

  リフィル処方 

 

処 

 

方 

変更不可 １）【般】アテノロール２５ｍｇ        １  錠 

 【１日１回朝食後に】          （  ２８日分） 

 

  ～～ 

 

リフィル可 ☑（３回） 

 

  今回のみ 

 

処 

 

方 

変更不可 １）【般】チキジウム臭化物カプセル５ｍｇ   ２ カプセル 

  【１日２回朝夕食後に】         （  １４日分） 

 

  ～～ 

 

リフィル可 □（ 回） 

 

リフィル可とした処方箋を先に出力します。 

 

３ 「備考」欄 

記載要領 

８「備考」欄について 

 （１）～（９）（略） 

（10）情報通信機器を用いた診療の実施に伴い処方箋を発行する場合については、「情報通信」と記載するこ

と。 

入力コード 名称 

.980 ＊コメント（処方せん備考） 

810000001 情報通信 

 

４ 院外処方箋２次元シンボル記録対応 

「JAHIS  院外処方箋２次元シンボル記録条件規約 Ver.1.7」の規約に合わせた対応を行います。 

 

 ◆バージョンレコード 

  リフィル処方箋の場合はバージョン情報「JAHIS8」でデータを作成します。 

  リフィル処方箋でない場合はバージョン情報「JAHIS7」でデータを作成します。 

 

 ◆リフィル処方箋情報レコード 

リフィル処方箋の場合は、「リフィル処方箋情報レコード（№64）【新設】」を記録します。 

 


